
釧路地方裁判所へのアクセス

検察庁

釧路地方裁判所 （〒０８５－０８２４ 北海道釧路市柏木町4番7号）

〇釧路までのアクセス〇
【ＪＲ】 【自家用車】 【都市間バス】

帯広駅から約１時間３５分 帯広から約２時間３０分 北見バスターミナルから約３時間

網走駅から約３時間３０分 北見から約３時間

根室駅から２時間２０分 網走から約３時間

根室から約２時間１５分

〇釧路駅から釧路地方裁判所までの交通手段〇
JR釧路駅から白樺台行き(18番、53番)バス乗車｢裁判所坂下｣停留所下車徒歩3分
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「白樺台」方面に進んで下さい。
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中央の専用レーンを走行して

直進して下さい。
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